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ホーム ▶ くらし・安全 ▶ 防災情報・危機管理 ▶
防災情報 ▶ 災害時要援護者を登録

　町では、地震等の災害が発生した際に、自力での移動
や情報の入手が難しく、避難するために何らかの手助け
が必要な方が、地域の皆さんの支援を受けられるようにす
るため、「災害時要援護者登録申請」を受け付けています。
　この制度は、支援を必要とする方に登録してい
ただき、その情報を地域の支援者と共有すること
で災害時の救出・避難活動や避難所での支援に役
立てるものです。

■ 登録申請
　登録申請をする場合は、「災害時要援護者登録名
簿申請書」を危機管理対策室または、福祉課へ提
出してください。申請書は、危機管理対策室（町役
場３階）、福祉課（町保健センター）、国府支所、障
害福祉センターで配布しているほか、町ホームペー
ジからダウンロードできます。
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地域の皆で助け合う
災害時要援護者の登録を

● 災害時要援護者の対象 ●
①ひとり暮らし高齢者（75歳以上）
②寝たきり高齢者（65歳以上）
③高齢者のみの世帯（75歳以上）
④身体障がい（児）者（身体障害者手帳3級以上）
⑤知的障がい（児）者（療育手帳A判定（A1、A2））
⑥精神障害者　　　⑦難病患者
⑧人工透析患者　　⑨その他支援が必要な方

問　危機管理対策室　☎内線 241

問　危機管理対策室　☎内線 241
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☎ 0120（83）0150
防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。 　　危機管理対策室　☎内線241問

パブリックコメントを募集します
計 画 名 第六期大磯町高齢者福祉計画

（介護保険事業計画）
第2次大磯町障がい者計画及び
第4期大磯町障がい福祉計画

大磯町子ども笑顔かがやきプラン
～子育てで選ばれる町！おおいそ～ 素案
（子ども・子育て支援事業計画）

概　　要
超高齢社会の中、地域で高齢者を支え
る仕組みづくりの充実に向けた計画の
素案に対する意見を募集します。

障がいのある人が、社会の一員として、住
み慣れた地域で自立した生活の実現に向け
た計画素案に対する意見を募集します。

子ども・子育て支援法に基づく計画策
定にあたり、計画素案に対する意見を
募集します。

募集期間 11月26日（水）～12月25日（木） 12月8日（月）～1月7日（水）

閲覧場所
町ホームページ、町民情報コーナー（本庁舎・国府支所）、図書館本館

福祉課窓口、横溝千鶴子記念障害福祉センター、
世代交流センターさざんか荘 子育て支援課窓口

提出方法 持参（各課窓口）、郵送、FAX、Eメール
提 出 先 福祉課 子育て支援課

Eメール oubo-kourei@town.oiso.kanagawa.jp oubos-fukushi@town.oiso.kanagawa.jp
kosodate@town.oiso.

kanagawa.jp
問 合 せ 福祉課☎内線302 障害福祉センター☎（73）4530 子育て支援課　☎内線306

※パブリックコメントとは、町の重要な政策等を作成するときに、皆さんの意見を求め、それを考慮して政策等を決定することです。

　町には飼い主のいない猫（ノラ猫）による被害でお困りの方
からも、餌を与えている方からも相談が寄せられています。
　町では、人と猫が共生できるまちづくりを目指し、飼い主
のいない猫のふん尿等による生活被害を防止し、また不必要
な繁殖による猫の増加を抑えるために、飼い主のいない猫の
不妊去勢手術費の助成を行っています。
　助成を希望する方は、事前にお問い合わせください。

▶助成対象者　町内に住所を有し、町内に生息する「飼い主
　のいない猫」の不妊去勢手術を実施する方
▶助成額　・不妊手術（メス）　１匹  3,000 円
　　　　　・去勢手術（オス）　１匹  2,000 円
　　　　　※手術費用等は申請者の負担となります。

問・申　環境美化センター　☎（72）4438

飼い主のいない猫の
不妊去勢手術費助成制度


